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特別企画 常住豊会⻑インタビュー
令和７年６⽉２０⽇、北⽀部の常住豊先⽣

が⽇本⾏政書⼠会連合会（以下「⽇⾏連」）
会⻑を任期満了で退任され、新たに⽇本⾏政
書⼠政治連盟（以下「⽇政連」）会⻑に選出
されました。これを記念して、２号に亘り常
住会⻑のインタビュー記事を掲載します。
今号では、⽇⾏連会⻑時代の活動について

振り返っていただきました。（取材⽇︓令和
７年８⽉１６⽇）

広報部（以下「広」）︓⽇政連会⻑就任お
めでとうございます。役職が変わりましたが
⽇々の過ごし⽅に変化はありましたでしょう
か︖
常住会⻑（以下「常」）︓⽇⾏連の会⻑よ

り時間的にも精神的にも余裕があるのかなと
は思いますが、政連会⻑になってすぐ参議院
議員選挙があったので、その関係で忙しかっ
たです。選挙時の体制として政治連盟では、
各都道府県の選挙区の候補はそれぞれの県会
が推薦してくる、全国⽐例の候補は連合会が
応援する、という棲み分けになっていて、連
合会ではこの度の⾏政書⼠法改正にご尽⼒い
ただいた⼭東昭⼦先⽣を中⼼に応援しようと
いうことになりました。あとは⾏政書⼠議員
連盟の幹部の先⽣の応援など、全国を回りま
した。
広︓⽇⾏連会⻑の任期中には、⾏政書⼠法

の改正が実現できました。
常︓連合会の役割は何かというと究極的に

は⾏政書⼠法改正の実現だと思っています。
我々は国家資格者である以上、⾏政書⼠法に
規定がされていないと仕事ができないじゃな
いですか。国家資格者っていうのは、現代社
会に機能してはじめてその役割というか使命
が果たせると思っています。そのために現在
何が重要課題かというと、やはりデジタル化
ということになるんだろうと考えられます。
「デジタル社会に機能する⾏政書⼠法の改正
をする」というのが最終⽬標で、これに対し
ての基盤となる法整備は実現できたと思って
います。
広︓省庁との連携強化の取組みについて教

えてください。
常︓私が会⻑になってから任期付職員を⾏

政書⼠会からあちらこちらの省庁に送って、
役所と連携を強める、各省庁の政策の中で⾏
政書⼠を活⽤してもらう、ということを図り
ました。企業経営においては利害関係者に対
してどう対応するかというのが⾮常に重要で
す。⾏政書⼠会に置き換えると、我々の場合
は議員⽴法ですから、まずは国会議員の先⽣
が挙げられますが、政策の第⼀次提案者は官
僚の皆さんでもあります。だから役所の⼈た
ちへもしっかりグリップしなければならない
けど、連合会としてここが弱いと思っていま
した。
⾏政書⼠は業務範囲が広く、各省庁も⾏政

書⼠のことを分かりきっていないということ
が結構あって、新しい政策を作るときに、⾏
政書⼠法違反のようなものが出てきたり、⾏
政書⼠が制度から抜けていたりということが
ありました。従来は、その都度、議員を使っ
て圧⼒をかけていたけど、それは役所の⼈が
⼀番嫌うことだからやめようと。それに、デ
ジタル化において、気づいたら既に申請等の
システムが出来上がっていて、そこに我々を
⼊れてほしいといっても、何千万、何億円と
改修費をかけることはできませんよね。であ
れば、政策を作る最初の段階から⾏政書⼠が

（次ページに続く ）
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⼊って意⾒を聞いてもらって、いい政策を作
るようにしたらいいでしょうと。うちは圧⼒
団体だと思われていた節がありますが、そう
ではなく、政策を提⾔する建設的な団体と思
わせなきゃいけないんだという⽅針を打ち出
しました。
広︓任期中には、コロナ関連の対応もあり

ましたね。
常︓コロナ対応でいえば給付⾦ですよね。

まず東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦ができたけ
ど、当初は、申請書類を事前にチェックする
専⾨家の中に⾏政書⼠が⼊っていませんでし
た。そこで、都議会の各会派に動いてもらっ
たり、都の担当部局の役⼈に話をしたり。都
の役⼈の⽅も、⾏政書⼠を活⽤しようという
意識がまったくなかったので、⾏政書⼠のこ
とを滾々と説いて。最終的には知事の⼤英断
ですが、システム改修をしてもらいました。
そうやって実績を作ったんですが、今度は国
の持続化給付⾦になったら、⾏政書⼠の名前
がないと。
⾏政書⼠会の会員でもある参議院議員の⽚

⼭さつき先⽣から、「議員ルートだけでなく
⾏政ルートも使わなきゃ駄⽬だ」と助⾔をい
ただいて、⽚⼭先⽣の官僚時代の伝⼿で、総
務事務次官にお会いすることができました。
総務事務次官から経産省の事務次官に話を繋
いでもらって、コロナ給付⾦で⾏政書⼠を活
⽤しようという流れを⾏政ルートを使って実
現することができました。
また、会員の皆さんから、各種申請のオン

ライン化が進んでいくなかで「⾏政書⼠の仕
事がなくなってしまうのではないか」「⾏政
書⼠の代理⼈欄を確保してほしい」という要
望があがっていましたが、GoToキャンペー
ンができるという情報を得て、地域共通クー
ポンの申請において、⾏政書⼠専⽤の代理⼈
欄を作ってもらうよう、国交省の⾚⽻⼀嘉⼤
⾂（当時）に働きかけ、実現することができ
ました。地域共通クーポンの申請⾃体は難し
いものではありませんが、役所は前例主義だ
から⼀つでも前例を作っておけば将来のデジ
タル化のときに絶対役⽴つはずだと直感した
んです。今、デジタル庁の⽅と話をしている
と「あのとき⾏政書⼠会さんは代理⼈欄を確
保しましたよね。」ということを必ず⾔われ
るんです。だから読みが当たったというか。
コロナへの対応がデジタル化への対応や今回
の法改正に繋がっていると思います。
広︓令和４年からマイナンバーカード代理

申請事業もはじまりましたね。
常︓マイナンバーカード代理申請事業は、

令和４年１⽉１２⽇から令和５年３⽉３１⽇
まで⾏われ、総務省から４万件の⽬標設定が
されました。途中までコロナの関係で役所⾃
体も積極的に動けないという事情もありまし
たが、なかなか数字が上がってこないので、
東京会の宮本会⻑にも発破をかけました。当
時は⾬⾕先⽣が⽀部⻑だったけどお膝元の北
⽀部でもやっていないし。ちょうど北区役所
で、マイナンバーカードの申請を職員が対応
するみたいな動きがあったので、区議会や役
所のほうに働きかけるように⾔って。おかげ
さまで北⽀部では４千件と全国でも⼀番の実
績を上げてくれました。結果として全国で７
万件の実績を上げることができ、総務省から
の信頼もグッと⾼まりました。
広︓令和６年には、国と防災協定が締結さ

れましたね。
常︓令和６年の正⽉に能登半島地震が起き

ましたが、その前の熊本地震や⻄⽇本豪⾬の
ときなども、各地で会員が、罹災証明の発⾏
⽀援、⾃動⾞の廃⾞⼿続き、給付⾦の申請な
どのボランティアをやってくれました。それ
が評価されて、令和６年９⽉２５⽇に防災⼤
⾂との協定に繋がりました。その１年前の令
和５年９⽉１⽇にはデジタル庁とも協定を締
結しましたが、連合会と省庁が協定をすると
いうのは他⼠業に先んじた成果なんですよ。
能登半島地震のときには、松本剛明総務⼤

⾂（当時）から直接電話をいただいて、「こ
ういうときに⼀番頼りになるのは⾏政書⼠さ
んです。今回もどうぞ⽀援をお願いします。
」とお⾔葉をいただきました。
それから、ウクライナからの避難⺠⽀援も

全会をあげて⾏ないました。デジタル化に直
接影響をするわけではないけど、⼈権の観点
からも国際的に⾼い評価をいただきました。
省庁との連携、コロナ対応、マイナンバー

対応、災害復興⽀援、ウクライナ⽀援など、
すべてが⾏政書⼠法改正への道筋として繋が
っていったと思います。

常住会⻑のインタビューは２時間半、ノン
ストップで繰り広げられました。紙⾯に掲載
できないエピソードも多く、編集に⼤変苦労
しました。次号では、⾏政書⼠法の改正の趣
旨やポイントについてお話いただいた記事を
掲載する予定です。

（次号に続く）
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〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜

相談員研修会に参加して

令和７年７⽉１１⽇（⾦）１８時３０分よ
り、北とぴあ７階７０１会議室において令和
７年度北⽀部相談員研修会を実施しました。
参加者は北⽀部２２名、他⽀部４名の計２６
名でした。
第１部「相談員としての⼼構えと注意点」

は、吉村広報部⻑からを講義していただきま
した。
メインとなる第2部「⾏政書⼠のための相

談技法講座」は、⼤槻美菜先⽣（⾏政書⼠
ADRセンター東京次⻑・渋⾕⽀部）を講師に
迎え、資料を使った講義のほかに、受講者同
⼠のワークもあります。タイトルが同じなの
で内容は去年と同じなのかなと思っていたら
毎回ブラッシュアップして講義しているとの
こと。毎年受講しても新鮮な発⾒があるので
はないでしょうか。
北⽀部主催の無料相談会では、この研修を

修了した相談員がみなさまの相談にお答えし
ます。機会がありましたら、ぜひ無料相談会
に⾜を運んでみてください。

（広報部次⻑ ⽑利公彦）

令和７年度相談員研修会
を受講しました。
普段私たちがお受けする

「相談」とはそもそも相談
者との間でどんなプロセス
を経て、どのように成⽴す

るものなのか、そしてその中で、⼤切な信頼
関係を創るために最も⼤切な「傾聴」すると
いうことの意義、専⾨家として、単にいいア
ドバイスをすることだけで決して「相談」が

成⽴するものではないことなどを⼤変わかり
やすくお話頂きました。
ペアセッションでは相談の場⾯を実践し、

相談員の受け答え次第で相談者はどう感じる
のかを体感できた⼤変有意義な時間でした。
⽇頃あまり意識することなく相談業務にあ

たっておりましたが、今回の研修を踏まえて
相談者に寄り添った「相談」の在り⽅を考え
ながら努めていきたいと考えております。

（研修部 落合真美）
〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜

新⼊会員研修会＆夏の懇親会 開催報告
令和７年８⽉８⽇（⾦）、「新⼊会員研修

会」および「夏の懇親会」を開催しました。
新⼊会員研修会は、北とぴあ９０２会議室

において開催され、令和４年４⽉以降⼊会の
新⼊会員のうち、１６名にご参加いただきま
した。
第⼀部「北⽀部の活動紹介」では北⽀部の

各部、各委員会の役割や活動内容について説
明をしました。
第⼆部「新⼊会員研修会」では、東京都⾏

政書⼠会暴⼒団等排除対策委員会の⽯⽥裕⼦
委員⻑をお招きして「⾏政書⼠業務委任契約
書と暴排条項について」というテーマで講義
していただきました。⾏政書⼠としてのCSR
（社会的責任）として、とても重要な内容で

した。みなさま熱⼼に受講していました。
（次ページに続く）
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令和７年９⽉６⽇（⼟）１３時３０分より⾕中
区⺠館にて台東・⽂京・北三⽀部交流研修会が⾏
われました。
講師に武鷹⽀部の平野⼤志先⽣、松丘晃先⽣を

お招きし「⾏政書⼠で完全独⽴︕〜年商７２０万
にした⽅法論〜」のテーマで講義をいただきまし
た。その後、宮本会⻑による「改正⾏政書⼠法に
ついて」「開業からどのように事業を軌道に乗せ
てきたのか」の講演を頂きました。
先⽣⽅が開業当初に取り組まれた数々のことは

興味を引くものが多く、例えば営業活動でDMを
送る中で、受け取る相⼿に好印象を与えるための
ちょっとした「コツ」は印象的でしたし、HPの
活⽤法は先⽣⽅によって様々でとても興味深いも
のでした。また、⼈との繋がりを⼤切にすること
で、さらなる繋がりを⽣んでいくお話は、⼠業と

して⽇頃信頼関係を築く上での基礎的な部分でも
あり、改めてその重要性を認識する良い機会とな
りました。
宮本会⻑による⾏政書⼠法改正についての解説

は、私たち⾏政書⼠の社会的な信頼性と専⾨家と
しての地位をさらに⾼める改正であることを再認
識できた貴重な講演であったと思います。
その後の懇親会では、早速「⼈との繋がりを⼤

切にする」を実践すべく多くの先⽣⽅同⼠、⽀部
を超えた楽しい交流ができた有意義な時間となり
ました。
先⽣⽅がなされてきた営業活動、業務などのア

ドバイスを参考にしながら、⽇頃お世話になる
⽅々や依頼者様との信頼関係が築いていけるよう
に⽇々努めてまいりたいと考える研修会となりま
した。 （研修部 落合真美）

三⽀部合同研修会が開催されました

会場を北とぴあ１７階「View&Kitchen QUAD
１７（クアドイチナナ）」に移して⾏われた「夏
の懇親会」では、北⽀部３４名、他⽀部１３名、
来賓８名の計５５名のみなさまにご参加いただき
ました。
来賓のみなさまからのご挨拶をいただいた後、

新⼊会員の紹介などをおこないました。
また、⽇本⾏政書⼠政治連盟の新会⻑に選出さ

れた常住豊先⽣と、⽇本⾏政書⼠会連合会の新会
⻑に選出された宮本重則先⽣へのお祝いとして、
くす⽟開きが⾏われ、会場は⼤いに盛り上がりま
した。
新旧会員、他⽀部会員、来賓の⽅々と多くのみ

なさまと交流することができ、⼤変盛況となりま
した。 （広報部次⻑ ⽑利公彦）

〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜

北区花⽕会が開催されました

令和７年９⽉２７⽇（⼟）、東京都⾏政書
⼠会北⽀部が協賛した「第１２回北区花⽕会

２０２５ RED×BLUE SPARKLE GATE」が
荒川河川敷・岩淵⽔⾨周辺で盛⼤に開催され
ました。
５００機のドローンによるオープニング演

出と、約１万発の花⽕の打上げが、⾳楽とラ
イティングと融合した臨場感あふれるショー
を展開し、会場は来場者の歓声と拍⼿に包ま
れました。
地域の皆様と共に、北⽀部もまちの賑わい

づくりに寄与できたことを嬉しく思います。
（広報部部⻑ 吉村信⼀）
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令和７年５⽉から７⽉までに北⽀部に⼊会された新⼊・転⼊会員の皆さんをご紹介します。
電話番号事務所所在地事務所名称⼊会年⽉⽇⽒ 名

080-3932-5684浮間3-16-4若井⾏政書⼠事務所R7.5.1若井 千明

03-3912-4417王⼦2-12-10⾏政書⼠法⼈総合経営ｻｰﾋﾞｽR7.5.1野村 亜由美

080-8491-7890浮間3-5-15-711ﾉｰｽﾀｰ⾏政書⼠事務所R7.5.15横岡 孝之

080-5925-3617志茂2-61-10
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾏﾝｼｮﾝ⾚⽻⼀番館1102折原⾏政書⼠事務所R7.6.15折原 雅

090-7240-8489⻄ヶ原3-61-16宮下⾏政書⼠事務所R7.7.15宮下 章

ようこそ北⽀部へ

新規程施⾏のお知らせ
令和７年８⽉２９⽇に開催された理事会の議決

により「東京都⾏政書⼠会北⽀部⽀部会費規程」
「東京都⾏政書⼠会北⽀部不良債権処理規程」、
「東京都⾏政書⼠会北⽀部ホームページ事務所情
報掲載規程」が承認され、同⽇付で施⾏されまし
た。
これらの規程は、これまで統⼀的な運⽤ルール

が存在しなかった分野について明確な定めを設け
たものであり、⽀部活動の円滑な運営を図るとと
もに、⽀部会員の利益に資することを⽬的として
います。これら新規程の整備により、会費管理や

不良債権処理、ホームページでの事務所情報掲載
といった⽀部運営に関する重要事項について、統
⼀的で公平な取扱いが担保されます。
⽀部は今後も、⽀部会員にとって利⽤しやすく

安⼼できる運営体制の構築を進め、地域に根ざし
た活動の基盤を⼀層強化してまいります。
なお、これらの規程は、東京都⾏政書⼠会北⽀

部ホームページ上、「会員専⽤情報」のページに
PDFファイルを掲載しておりますので、閲覧・ご
確認をお願いいたします。

（広報部部⻑ 吉村信⼀）

〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜

若井 千明
国際分野を主な業務としつつ、枠にとらわれ
ず多様な分野に積極的に関わっていきたいと
考えております。よろしくお願いいたします。

野村 亜由美
茨城会から参りました。
医療法務に尽⼒しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

会員情報検索ページのリニューアルについて
上記新規程施⾏にあわせて、北⽀部ホームペー

ジ（https://kitashibu.tokyo/）の 会員情報検索
ページ がリニューアルされました。
新しいページでは、住所検索、取扱業務別検索

顔写真の掲載といった機能が追加され利⽤者が⾃
分に合った⾏政書⼠を探しやすくなっています。
⽀部会員にとっても、専⾨分野や事務所の特⾊を
効果的に発信できる、より充実した広報ツールと

なります。
掲載申込は Googleフォーム から簡単に⾏うこ

とができます。⽀部ホームページの「会員専⽤情
報」→「会員情報検索に情報登録をご希望の会員
の⽅へ」の順に進み、リンクより申込フォームに
アクセスしていただいた後必要事項を⼊⼒すると
申込が完了します。ぜひこの機会にお申込みくだ
さい。 （広報部部⻑ 吉村信⼀）

〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜・ 〜・〜・〜

横岡 孝之
ヨコオカと申します。皆様にお会いできる
⽇を楽しみに致しております。今後とも宜
しくお願い申し上げます。

折原 雅
ビザ・在留資格業務を通じ、外国⼈の
⽅々が⽇本で活躍できるよう全⼒で⽀援
してまいります。

宮下 章
６社の会社員⽣活を経て、中⼩企業診断⼠兼
業で７⽉開業しました。事業計画・補助⾦を
主に、５０年在住の北区愛で貢献します。



さまざまなご相談にご対応いたします!!
【ご相談事例】
■ 相続に関すること ■ 遺⾔に関すること ■ 成年後⾒に関すること ■ 離婚・家族問題
■ 借地・借家など不動産に関すること ■ 外国⼈のビザや帰化に関すること ■ 近隣トラブル
■ 会社設⽴や営業許可申請など事業に関すること ■ 売買・賃貸借など契約に関すること
その他上記以外のことでもご相談可能です

北区の⾏政書⼠会主催だから安⼼!!
相談員は全て地元北区で働く⾏政書⼠です
⾏政書⼠会所定の研修を受けた専⾨相談員が分かりやすく丁寧にお答えします

区役所無料相談会
北区役所で定期的に⾏っている無料相談会です

⽇時 毎⽉(1.5⽉除く)の第⼀⽕曜⽇
13︓00〜16︓00

場所 北区役所第1庁舎1階ロビー
(王⼦本町1-15-22)

サテライト相談会
区内各地で臨時に実施する特別相談会です

⽇時 各相談会ごとに異なる

場所 北区内のふれあい館等

※詳細は⽀部ホームページ、フェイスブックページのほか、北区ニュース等でお知らせいたします。
 ご相談時間の⽬安はお⼀⼈様30分です。
 相談会の⽇時は予告なく変更になる場合があります。
 ご予約なしでもご相談可能ですので、お気軽にご来場ください。
 継続相談（２回⽬以降のご相談）または業務依頼をご希望の場合は有料となります。
 継続相談、業務依頼をご希望の場合、相談センターにご連絡いただけますと、適任の⾏政書⼠をご紹介いたします。

ご予約・お問合せはこちらまで
東京都⾏政書⼠会北⽀部 相談センター

(電話受付時間:平⽇９時〜１７時)

facebook.com/kitashibu.tokyo/


